
 
令和５年２月７日 

国立市議会議長 青木 健 様 

 

議会運営委員会       

  委員長 髙柳 貴美代  

 

国立市議会基本条例の点検について（答申） 

 

 令和３年９月 14日開催の議会運営委員会において、議長より諮問されました標記の件に

つきまして、当委員会での協議の結果を別紙のとおり答申します。 

  

 



国立市議会基本条例の点検を終えて 

 

令和３年９月、議長より諮問を受けて以来、議会運営委員会では、国立市議会基本条例（以

下「議会基本条例」という。）の点検について、時間をかけ丁寧に協議を続けてまいりまし

た。点検に当たっては、作業等を行うため、議会運営委員懇談会を数多く開催し、その経過

については、議会運営委員会を開催し、適宜確認してまいりました。 

議会基本条例点検のための作業では、この４年間を総括的に振り返り、その実績（具体的

に行ったことなど）を各交渉団体で出し合い、条文に当てはめて検証しました。その過程で、

ワークショップ形式の議員研修（令和４年５月 26 日開催）を開き、多くの議員の皆様に御

参加いただきました。作業に当たっては、コロナ禍であってもできる限り、議会基本条例を

活用できたかどうかという観点を大切にしました。 

作業の後、条例の条ごとに評価し、「国立市議会基本条例の点検（令和元年５月以降の取

組）」のシートとして点検結果をまとめました。点検結果をまとめる過程では、「できる」規

定の条文に関しては評価になじまないので、バー表記とすることや、一致には至らなかった

条（第３条及び第 14条）に関しては、両意見を尊重し、両論併記とすることなどについて、

丁寧に協議を重ねました。 

議会基本条例の点検を終えて、議会運営委員会委員長として、各委員の意見を伺う中で、

地震や風水害だけでなく、新型コロナウイルス感染症のような長期化する災害対応について

今後、支援体制の詳細等協議する必要があると感じました。また、議事機関の役割を果たせ

るよう、オンライン会議の技術的可能性を模索しましたが、実施するまでには至らなかった

ことは残念であります。 

加えて、点検の単位が条ごとでよいのか、項や号ごとの点検が適当ではなかったのか、正

副議長をはじめとする議会内の役職が２年ごとに改選されることを鑑み、その期間に合わせ

た点検とすべきではなかったのかなどの意見も出されました。それらを包含するような議論

に至らなかった点は、委員会として反省点とし、今後に生かすべきだと考えます。 

 

最後に 

議会基本条例の点検評価に当たり、青木議長、藤田副議長、議員、議会事務局の皆様の御

協力に心より感謝申し上げます。特に、議会運営委員の皆様には、幾度となく御参集いただ

き、毎回、熱心に協議を重ねてくださいました。心より感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。 

 

                      議会運営委員会 委員長 髙柳貴美代 



章 見出し 条 項 条文 評価

第１章

総則

（目的） 1 - この条例は、必要な議会運営の基本事項を定めることにより、二元代表制の

下、市長その他執行機関及びその職員（以下「市長等」という。）と緊張関係

を保ち、市民と手を携え、市民に開かれた議会を実現し、もって地方自治の本

旨に基づく住民の福祉の増進を図ることを目的とする。

◎

1 議員は、議会活動を行うに当たり、理念及び政策を共有する１人以上の議員で

構成する会派を結成することができる。 ー

2 会派は、政策立案及び調査研究（以下「政策立案等」という。）に努める。
◎

3 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、

合意形成に努める。 ◎

4 議会は、議会運営に当たっては、会派間の公平性を確保しなければならない。
◎

5 会派は、相互に協議の上、交渉団体（議会運営について交渉できる所属議員３

人以上の団体をいう。）を結成することができる。 ー

国立市議会基本条例の点検（令和元年５月以降の取組）

（議員の活動

原則）

3 - 議員は、選挙で選ばれた市民の代表者として、次に掲げる原則に基づき活動し

なければならない。

（１）一部の団体又は地域の代表者としてではなく、市民全体の福祉の増進を

目指して活動すること。

（２）議会において意思を表明するに当たっては、独自の調査研究を行うとと

もに市民からの意見の聴取に努めること。

（３）市民の代表者としてふさわしい品位を保ち、高い見識を身に着けるとと

もに、政治倫理の向上に努めること

〇　△

第２章

議会・

議員の

責務と

活動原

則

（議会の活動

原則）

2 - 議会は、市民の代表から構成される市の議事機関かつ団体意思の決定機関とし

て、公正性、透明性及び市民からの信頼性を重視するとともに、ソーシャルイ

ンクルージョンの理念に配慮し、次に掲げる原則に基づき活動しなければなら

ない。

（１）議決責任を深く認識し、積極的な情報公開及び市民との意見交換に取り

組むとともに、市民に対する説明責任を果たすこと。

（２）議論を尽くし、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにし、議員間

の合意形成に努めること。

（３）市長等の市政運営を監視すること。

（４）広く市民に開かれた、わかりやすい議会運営に努めること

（５）他の地方公共団体の議会及び大学等研究機関との交流及び連携に努める

こと。

（６）男女共同参画に努めること。

〇

（会派及び交

渉団体）

4

1



章 見出し 条 項 条文 評価

1 議会は、市民の意向を議会における議論に反映するため、市民参加の多様な機

会を設け、議会として政策形成を進める。 ◎

3 議会は、市民からの請願及び陳情を政策提言又は政策提案として受け止め、適

切かつ誠実にこれを審議する。 ◎

1 議会は、広報広聴機能の充実のため、議員で構成する広報委員会及び広聴委員

会を設置する。 ー

2 前項の広報委員会及び広聴委員会に関し必要な事項は、別に定める。
◎

1 議会は、議会における審議において、議員と市長等との緊張関係を保ち、議事

機関として市民に負うべき責務を果たさなければならない。 〇

3 市長等は、議員からの質問等に対して、その論点を整理するため、議長又は委

員長の許可を得て反問することができる。 ー

4 議会は、閉会中に市長等に対し文書による質問を行い、文書による回答を求め

ることができる。 ー

1 議会は、決算認定に当たっては、市長の予算調製に資するよう審議に努める。

〇

2 議会は、予算及び決算認定の審議に当たっては、議会における審議を深めるた

め、市長等に対して施策別又は事業別の説明及び資料作成を求めるものとす

る。
〇

2 議員は、本会議、委員会その他の議会の会議において、市長等に対して質問及

び質疑（以下「質問等」という。）を行うときは、論点を明らかにするため、

一問一答の方式で行うことができる。
ー

第４章

議会と

市長等

の関係

（議会と市長

等の関係）

7

（政策形成過

程の説明）

9 - 議会は、市長が提案する重要な施策、計画及び事業（以下「政策等」とい

う。）について、その水準を高めるとともに、議会審議における論点を整理す

るために、市長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるこ

とができる。

（１）政策等の提案に至った背景及び経緯

（２）市民参加の実施の有無及び実施した場合の内容

（３）国立市基本構想との整合性

（４）政策等の実施に係る財源措置

（５）将来にわたる効果及び費用

（６）目標達成基準及び政策等の見直し基準

〇

（決算認定及

び予算の審

議）

8

5（市民参加に

よる議会の政

策形成）

（広報委員会

及び広聴委員

会）

6

◎

第３章

市民と

議会の

関係
2 議会は、前項に規定する政策形成の実現に当たり、事案に応じて、次に掲げる

方法を用いる。

（１）議会報告会

（２）市民の意見を聴く会又は意見交換会

（３）地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第115条の２

第１項に規定する公聴会

（４）法第115条の２第２項に規定する参考人の制度

（５）パブリックコメント

（６）前各号に掲げるもののほか、議会が必要と認めるもの

2



章 見出し 条 項 条文 評価

1 議会は、法第96条第２項の規定により、同条第１項に規定する事件のほか必要

な事件を、議決事件として追加することができる。 ー

2 議会は、前項の規定により議決事件を追加し、又は追加した事件を削除する場

合は、その理由及び根拠を明確にしなければならない。 ー

3 議会で議決すべき事件は、別に条例で定める。
ー

2 議会は、行政計画について所管する委員会において、法第109条第２項の規定

による所管事項 の調査に努める。 〇

1 議会は、原則として、全ての会議を公開する。公開しない場合にあっては、そ

の理由を明らかにしなければならない。 ◎

2 議会は、前項の規定により公開する会議の開催についてあらかじめ市民に周知

するよう努める。 ◎

1 議会は、議決に当たっては議員間の公平で自由な議論を尽くす。
〇

2 議会は、原則として、委員会活動を中心に議員間討議を行うことができる。
ー

1 議長は、議会を代表し、議場の秩序保持、議事の整理及び議会事務の統理を行

うとともに、中立公平な議会運営に努める。 ◎　△

2 議長及び副議長の選挙に当たっては、所信表明の機会を設ける。
〇

1 議会は、円滑な議会運営のため、法第109条第１項に規定する議会運営委員会

を活用する。 ◎

1 委員会は、政策課題について調査研究を行うとともに、市民及び市長等との議

論を踏まえ、政策提案を行うよう努める。 ◎

2 委員会は、前項の政策提案に当たっては、第９条各号に掲げる事項を明らかに

するよう努める。 〇

◎

（委員会の運

営）

16

第５章

議会運

営の原

則

（会議の公

開）

12

（議会運営委

員会及び協議

等の場）

15

2 法第100条第12項の規定による協議又は調整の場として、次に掲げる会議を活

用する。

　(１)　全員協議会

　(２)　委員協議会

　(３)　会派会議

　(４)　会派代表者会議

（議長及び副

議長）

14

1 議会は、市長等が各行政分野に係る基本的な計画（以下「行政計画」とい

う。）を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、市長等に対して、当

該行政計画を所管する委員会若しくは委員協議会又は全員協議会へ報告を求め

る。

〇

（議決事件の

追加）

10

（討議の原

則）

13

第４章

議会と

市長等

の関係

（行政計画の

報告及び調

査）

11

3



章 見出し 条 項 条文 評価

（附属機関の

設置）

18 - 議会は、審査、諮問又は調査に当たり、別に条例で定めるところにより、附属

機関を設置することができる。 ー

1 議会は、議員の政策立案等に資するため、議会図書室の図書並びに議会及び行

政に関する資料の充実に努め、これを活用する。 〇

（適正な議会

費の確保）

20 - 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実させるた

め、市長の予算調製及び執行に際し、適正な額の議会費の計上及び執行を求め

るものとする。
〇

（議員研修の

充実）

21 - 議会は、議員の政策立案等に必要な研修の充実に努める。
〇

1 会派又は議員は、政策立案等の能力向上を図るため、別に条例で定める政務活

動費を有効に活用し、政務活動の充実に努める。 〇

2 議長は、政務活動費に係る収支報告書を毎年度公表し、その使途の透明性の確

保に努める。 〇

1 議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、

議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備に努め

る。
〇

2 議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる情報の提供に努める。 〇

3 議会事務局は、法第138条第５項を鑑み、市長等からの独立性を保持する。
ー

2 議長は、大規模災害が発生したときは、必要に応じて、議員による協議、調整

等を行うための組織を設置するものとする。 ー

3 議員は、大規模災害が発生したときは、議長へ自らの安否及び所在を明らかに

するため、連絡するものとする。 〇

1 議員の定数は、地域民主主義の実現に向けた多様な民意を反映すること、並び

に市長等の事務執行の監視機能及び議会の政策立案機能を果たすのにふさわし

いことを基本とし、別に条例で定める。
ー

2 議会は、議員の定数の変更に当たっては、行財政改革の視点及び他市との比較

だけではなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を総合的に考慮

し、その理由を明確にする。
ー

第８章

議員定

数及び

議員報

酬

（議員定数） 25

（政務活動の

充実）

22

第７章

災害時

の対応

（災害時の対

応）

24 1 議会は、大規模災害が発生し、国立市災害対策本部（国立市災害対策本部及び

国立市健康危機管理対策本部条例（平成21年３月国立市条例第16号）に基づき

設置される災害対策本部をいう。以下この条において「対策本部」という。）

が設置された場合において、当該対策本部を支援するものとする。

〇

〇
第６章

議会と

議会事

務局の

体制整

備

（専門的知見

の活用）

17 - 議会は、審査又は調査に当たり、法第100条の２の規定による学識経験を有す

る者等による専門的事項に係る調査を積極的に活用するよう努める。

〇

（議会図書室

の充実）

19

2 議会は、議会図書室の活用に当たっては、議員の政策立案及び市民への情報提

供のために市立図書館及び市が設置する情報公開コーナーとの連携に努める。

（議会事務局

体制の強化）

23

4



章 見出し 条 項 条文 評価

3 議会は、前項の変更に当たっては、第５条第２項各号に規定する方法を、事案

に応じて十分に活用する。 ー

1 議員報酬は、市民の負託に応える議員活動への対価であることを基本とし、別

に条例で定める。 ー

2 議会は、議員報酬の改定に当たっては、行財政改革の視点及び他市との比較だ

けではなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を総合的に考慮

し、その理由を明確にする。
ー

3 議会は、前項の改定に当たっては、第５条第２項各号に規定する方法を、事案

に応じて十分に活用する。

（条例の位置

付け）

27 - この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会は、議会に関

する他の条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、こ

の条例との整合を図る。
〇

1 議会は、議員の一般選挙後その任期中に、この条例の目的が達成されているか

どうかを点検し、その経過及び結果を適宜公表する。

2 議会は、前項の規定による点検の結果に基づき、この条例の改正その他の適切

な措置を講ずる。

欄外 8 委員長報告の簡略化

11 委員長報告の簡略化

16 委員長報告の簡略化

22 委員長報告の簡略化

36 委員長報告の簡略化（予算特別委員会）

39 委員長報告の簡略化（決算特別委員会）

50 コロナ対応で政務活動費の不支給により十分な活用できず

51 コロナ対応で時間短縮のため議論を十分に確保できず

第８章

議員定

数及び

議員報

酬

（議員定数） 25

（条例の見直

し等手続）

28

第９章

条例の

位置付

け及び

見直し

等

（議員報酬） 26

5



 

  

議会基本条例点検 資料編 

  

議会運営委員会 

委員長  髙柳貴美代   

副委員長 稗田美菜子   

委員   古濱  薫 

     藤江 竜三 

     柏木 洋志 

     青木 淳子 



1 

 

■議会基本条例点検評価における取組（令和３(2021）年９月～令和 5（2023）年１月) 

日付 内容 

令
和
３
（

2021

）
年 

９月 14 日 議会運営委員会 議長より、議会基本条例の点検について諮問。 

10 月 11 日 議会運営委員会 点検方法、スケジュール、研修の実施等につい

て協議。 11 月 16 日 議会運営委員会 

11 月 26 日 議会運営委員会 

12 月 17 日 議会運営委員会 

令
和
４
（

2022

）
年 

１月 13 日 議会運営委員会 

１月 24 日 議会運営委員会 

２月 ３日 議会運営委員会 

２月 18 日 議会運営委員会 

３月 22 日 議会運営委員会 

４月 15 日 議会運営委員会 

４月 26 日 議会運営委員会 

４月 26 日 議会運営委員懇談会 令和元(2019)年 5 月以降の議会としての取組

リストを委員会ごとなどに整理。 

５月 10 日 議会運営委員懇談会 85 項目に及ぶリストのうち議運に整理された

分（6 項目）を条例に振り分け、認識を共有。

議会全体の取組としてワークショップ形式で

各チーム 2 項目ずつ条例と突き合わせ。 

５月 17 日 議会運営委員懇談会 

５月 19 日 議会運営委員懇談会 

５月 24 日 議会運営委員懇談会 

５月 26 日 議員研修（ワークシ

ョップ） 

６月 １日 議会運営委員会 議会運営委員懇談会及び議員研修の報告、今後

の日程確認。 ６月 22 日 議会運営委員会 

７月 12 日 議会運営委員懇談会 残りの 61 項目を条例に振り分けと評価と論点

整理。 ７月 19 日 議会運営委員懇談会 

８月 ８日 議会運営委員懇談会 

８月 24 日 議会運営委員会 議会運営委員懇談会の報告。 

８月 24 日 議会運営委員懇談会 シートの作成・調整。 

９月 14 日 議会運営委員会 議会運営委員懇談会の報告。 
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日付 内容 

令
和
４
（

2022

）
年 

９月 14 日 議会運営委員懇談会 シートの作成・調整、前文（「国立市議会基

本条例の点検を終えて」）・資料編の協議等。 ９月 28 日 議会運営委員懇談会 

10 月 ４日 議会運営委員会 

10 月 20 日 議会運営委員懇談会 

11 月 14 日 議会運営委員会 

11 月 28 日 議会運営委員会 

12 月 19 日 議会運営委員会 

令
和
５
（

2023

）
年 

１月 13 日 議会運営委員会 

１月 24 日 議会運営委員会 

 

 

■評価手法 

 

 

 

 

 

 

議会としての

取組

令和元（2019）年5月以降の取組を

全会派よりリストアップ

整理

振り分け
評価

基本条例と

照らし合わせ評価
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■ワークショップの様子（くにたち市議会だより） 


